
平成盆轟年4戯よ輸
華進幸も特典橋蕪るさと,雛1雛議窮密推めます
彗進奪ふ番本と鑢続機通梶轟難幾にご鶴寿く婚き韓 』菫

る、るさと納税制度とは 個人の方が、応援したい自治体に寄附された場合、2千円を超え

る部分について、T定の限度額まで所得税と住民税を合わせて全額控除される仕組みです。

内容  平成28年 4月より、本市にふるさと納税をされた方に対して、地元特産品など

(以下「返礼品」といいます。)を進呈することとしました。そこで、本市と協働して返礼

品を提供していただける企業 (以下「パートすT企業」といいます。)を募集します。

提供時期 平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで

事業イメージ

竃      購      書

〔ふるさと納税者》

①ふるさと納税

②返礼品の選択

翻  燿富 蘭
⑥負担金支払

市内で製造・販売されている商品、栽培等されている農水産物等で、本市の魅力を体感でき

るものを想定しています。

※単品のみならず複数の商品の詰め合わせや、季節限定のもの、体験型のサービスなどでも

結構ですので、幅広<ご検討<ださい。

PRを行うことができます。

申込時に市税の滞納がないことが要件です。
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関心を持たれた企業様には、詳し<ご説明させていただきます。

一度、お電話にてお間合せください。

日進市蟹甲町池下268
電話 0561-73-71

日進市 総務部 財政課  担当 鏡味・志知

11(内線333) FAX 0561-73-6845


